
兵庫労働局 需給調整事業課

労使協定の作成について（令和７年度に向けて）



同一労働同一賃金

２０１９年より順次施行されている働き方改革関連法（労働８法）の改正により、長時間労働の是正、柔軟な働き

方がしやすい環境整備、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保（同一労働同一賃金）等のための措置が講じられ

たものです。このうち労働者派遣法の同一労働同一賃金については、①派遣先の労働者との均等均衡待遇、②一定の

要件を満たす労使協定による待遇について定められました。
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労働者派遣法

じん肺法

雇用対策法

労働安全衛生法

労働時間等設定改善法

パートタイム労働法

労働契約法

不合理な待遇等の禁止等（第３０条の３、第３０条の４）

待遇等に関する情報の提供等（第２６条第７～１１項）

職務の内容等を勘案した賃金の決定（第３０条の５）

就業規則の作成の手続き（第３０条の６）

待遇に関する事項等の説明（第３１条の２第２～５項）

派遣先への通知（第３５条第１項）

派遣元管理台帳（第３７条第１項）

適正な派遣就業の確保等（第４０条第２～５項）

派遣先管理台帳（第４２条第１項）

紛争の解決（第４７条の４ほか）

公表等（第４９条の２）

１



派遣先均等均衡方式（法第３０条の３）

派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式です。賃金のほか福利厚生、教育訓練、安全管理等、全ての

待遇のそれぞれについて、派遣先の通常の労働者との間に不合理な待遇差がないように決定することが求められます。

２

待遇決定に当たって、派遣労働者が派遣先の通常の労働者と同じに取り扱われること、
つまり、派遣労働者の待遇が派遣先の通常の労働者と同じ方法で決定されることを指す。

均等待遇

派遣元

派遣労働者 派遣先の
通常の労働者

均等・均衡待遇

すべての待遇情報を通知
派遣先

派遣労働者の待遇について、派遣先の通常の労働者との間に不合理な差がないこと、つ
まり、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲、③その他の事情、の違いに応
じた範囲内で待遇が決定されることを指す。

均衡待遇



労使協定方式（法第３０条の４）

派遣元において、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者との間で一定の要件を満たす労使

協定を締結し、当該協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式です。「賃金」については派遣労働者と同種の

業務に同一の地域で従事する一般の労働者の平均的な賃金と同等以上になること、賃金以外の待遇については、派遣

元の通常の労働者と比較して「不合理な待遇差」が生じないようにすることが求められます。なお派遣先が行う教育

訓練および福利厚生施設の利用については、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇が求められます。

３

派遣元

派遣労働者

派遣先の
通常の労働者

待遇情報（福利厚生３施設および教育訓練※のみ）を通知 派遣先

一般の労働者

均等・均衡待遇
（福利厚生３施設及び教育訓練のみ）

一般の労働者の「賃金」
以上であること

派遣労働者と同種の業務に同一の

地域で従事する

無期雇用かつフルタイムの労働者

※給食施設（食堂）、休憩室、更衣室および

法第４０条第２項に規定する教育訓練



労使協定の締結について



法第３０条の４第１項【条文】（労使協定方式）

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお
いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇（第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利
厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。）について、次に
掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第１号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用し
ない。ただし、第２号、第４号若しくは第５号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない
場合又は第３号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

１ その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
２ 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法（次のイ及びロ（通勤手当その他の厚生労働省
令で定めるものにあつては、イ）に該当するものに限る。）

イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省
令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。

ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上が
あつた場合に賃金が改善されるものであること。

３ 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定
すること。
４ 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇（賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定の方法
（派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣
労働者を除く。）の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及
び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ
るものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。）
５ 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育
訓練を実施すること。
６ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

４



労使協定の締結単位

労使協定は派遣元事業主単位又は労働者派遣事業を行う事業所単位で締結することが可能ですが、待遇を引き下げ

ることを目的として恣意的に締結単位を分けることは、労使協定方式の趣旨に反するものであり適当ではありません。

５

派遣元 派遣元事業主

労使協定（書面による）

労使協定の締結単位

派遣元事業主（法人）単位または労働者派遣を行う事業所単位。

労使協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票・挙手等の、
労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確となる民主的な方
法による手続により選出された者であること。

過半数労働組合
過半数代表者

過半数労働組合・過半数代表者

派遣労働者の過半数ではなく、雇用する全ての労働者の過半数であること。

過半数代表者の選出について

過半数労働者が適切に選出されない場合、労使協定は無効となり、派遣先均等
均衡方式が適用となる。



過半数代表者の選出について ６

労使協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票・
挙手等の、労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明
確となる民主的な方法による手続により選出された者であること。

過半数代表者 過半数代表者の選出について

労使協定方式に関するQ＆A【第３集】



労使協定の作成について



法第３０条の４第１項【条文】（労使協定方式）

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお
いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇（第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利
厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。）について、次に
掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第１号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用し
ない。ただし、第２号、第４号若しくは第５号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない
場合又は第３号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

１ その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
２ 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法（次のイ及びロ（通勤手当その他の厚生労働省
令で定めるものにあつては、イ）に該当するものに限る。）
イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省

令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。
ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上が

あつた場合に賃金が改善されるものであること。
３ 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定
すること。
４ 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇（賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定の方法
（派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣
労働者を除く。）の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及
び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ
るものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。）
５ 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育
訓練を実施すること。
６ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項



法第３０条の４第１項 ７

労使協定に定める必要がある事項

労使協定を適用する労働者の範囲１号

公正な評価制度

賃金以外の待遇の決定の方法

段階的かつ体系的な教育訓練を実施すること

その他（有効期間等）

３号

４号

５号

６号

法第３０条の４第１項

賃金の決定の方法２号

イ 一般の労働者の平均的な賃金の額以上であること

ロ 賃金が改善されるものであること



法第３０条の４第１項第１号

労使協定を適用する労働者の範囲



法第３０条の４【条文】（労使協定方式）

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお
いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇（第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利
厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。）について、次に
掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第１号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用し
ない。ただし、第２号、第４号若しくは第５号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない
場合又は第３号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

１ その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
２ 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法（次のイ及びロ（通勤手当その他の厚生労働省
令で定めるものにあつては、イ）に該当するものに限る。）
イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省

令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。
ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上が

あつた場合に賃金が改善されるものであること。
３ 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定
すること。
４ 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇（賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定の方法
（派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣
労働者を除く。）の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及
び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ
るものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。）
５ 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育
訓練を実施すること。
６ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項



【第１号】労使協定を適用する労働者の範囲について ８

労使協定方式で待遇を決定する労働者の範囲を定める

客観的な基準であること。
また客観的な基準であったとしても不適切な基準であってはならない。

※協定の対象ではない派遣労働者の待遇は、派遣先均等・均衡方式によることとなる。

特定の職種に従事する者を協定の対象とする。

無期雇用派遣労働者を協定の対象とする。
〇

×
特定の地域に派遣される者を協定の対象とする（兵庫県内の派遣先に限る等）。

特定の派遣先企業に派遣される者を協定の対象とする。

男性のみ、女性のみを協定の対象とする。

労使協定を適用する労働者の範囲１号

労使協定方式の主旨は、派遣労働者の長期的なキャリア形成に配慮した雇用管理を行うこ
とができるようにすることを目的としたものであることに注意。



【第１号】労使協定の記載例

（対象となる派遣労働者の範囲）

第１条

１【例】

本協定は、派遣先でルート配送員業務に従事する従
業員（以下「対象従業員」という。）に適用する。

【例】
本協定は、無期雇用で派遣業務に従事する従業員

（以下「対象従業員」という。）に適用する。

２（略）

３（略）

９



法第３０条の４第１項第２号

賃金の決定の方法について



法第３０条の４【条文】（労使協定方式）

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお
いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇（第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利
厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。）について、次に
掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第１号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用し
ない。ただし、第２号、第４号若しくは第５号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない
場合又は第３号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

１ その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
２ 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法（次のイ及びロ（通勤手当その他の厚生労働省
令で定めるものにあつては、イ）に該当するものに限る。）
イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省
令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。

ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上が
あつた場合に賃金が改善されるものであること。

３ 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定
すること。
４ 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇（賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定の方法
（派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣
労働者を除く。）の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及
び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ
るものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。）
５ 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育
訓練を実施すること。
６ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項



【第２号】賃金の決定の方法について ① １０

第１号で定めた対象労働者の、賃金の決定の方法を定める。
ただし【イ】【ロ】を満たすものに限る

賃金の決定の方法２号

派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の

平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金

の額となるものであること。
イ

ロ
派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他

の就業の実態に関する事項の向上があった場合に賃金が改善されるも

のであること。

イ 一般の労働者の平均的な賃金の額以上であること

ロ 賃金が改善されるものであること



【第２号】賃金の決定の方法について ② １１

派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の

平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金

の額となるものであること。
イ

同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（以下「一般賃金」という。）とは、

①派遣先事業所等の派遣就業場所の所在地域において

②派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者（無期雇用かつ
フルタイムの労働者）であって

③派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金額をいう。

一般賃金と、対応する派遣労働者（以下「協定対象派遣労働者」という。）の賃金に
ついてそれぞれ算定し、協定対象派遣労働者の賃金が一般賃金以上であることを、毎
年度確認する必要がある。

イ 一般の労働者の平均的な賃金の額以上であること

賃金の決定の方法２号



【第２号イ】一般賃金について

協定対象派遣労働者の賃金 一般賃金≧

※協定対象派遣労働者の賃金は一般賃金の額以上でなければならない。

イ 一般の労働者の平均的な賃金の額以上であること

基本給・賞与・手当等 一般基本給・賞与等≧

通勤手当 一般通勤手当≧

退職金（退職手当） 一般退職金≧

１２



【第２号イ】賃金の決定の方法について （基本給・賞与・手当等）

通勤手当

退職金（退職手当）

一般通勤手当

一般退職金

≧

≧

≧

協定対象派遣労働者の「基本給・賞与・手当等」が、

「一般基本給・賞与等」以上でなければならない。
①

※協定対象派遣労働者の賃金は一般賃金の額以上でなければならない。

イ 一般の労働者の平均的な賃金の額以上であること

基本給・賞与・手当等 一般基本給・賞与等



基本給・賞与・手当等の比較について １３

①使用する統計調査

を決定
②職種を決定

③能力・経験調整

指数を決定
④地域指数を決定

職種別の基準値 能力・経験調整指数 地域指数

一般基本給・賞与とは同種の業務、同程度の能力及び経験、同一の派遣就業場所における無期雇用フル
タイムの労働者の賃金をいう。これは下記のように表される。

×× 能力・経験調整指数職種別の基準値 地域指数

一般基本給・賞与等

基本給・賞与・手当等 一般基本給・賞与等≧
協定対象派遣労働者の賃金 一般賃金



一般基本給・賞与等の算定について① １４

職種別の基準値

職種については、派遣先で行う業務について、局長通達「別添1」の賃金構造基本統計調
査または「別添２」の職業安定業務統計から、派遣で行う業務に最も近い職種から選択
する

賃金構造基本統計調査

〇過去の実績をもとに算出しており、信ぴょう性が高い。
×すべての職種を網羅していない

職業安定業務統計

〇すべての職種をカバーしている。
×あくまで求人賃金（予定の賃金）からの算出であるため、実際の賃金
と乖離がある場合もある

職種によって統計を使い分ける場合は、その理由を労使協定に記載する必要がある。

①使用する統計調査を決定

（参照）賃金構造基本統計調査の役職および職種解説

（参照）第４回改訂 厚生労働省編職業分類 職業分類表 改定の経緯とその内容

一般基本給・賞与等



一般基本給・賞与等の算定について② １５

〇職種の選択に当たっては、従事する業務と最も近いと考えられるものを選択すること。

〇職業安定業務統計は職種ごとに「大分類」「中分類」「小分類」に分かれているが、
複数の職種で分類を使い分ける場合は、その理由を労使協定に記載する必要がある。

②職種を決定

一般基本給・賞与等

大分類

中分類

小分類

①職業安定業務統計



一般基本給・賞与等の算定について③ １６

能力・経験調整指数とは、派遣先で行う業務の種類ごとに、その内容や難易度について、
一般の労働者がその業務を遂行するために必要とされる経験年数（何年目に相当する
か）をいう。年数については労使で協議の上判断するものとなる。

基準値
(０年)

基準値に能力・経験調整指数を乗じた値
参考値
(０年)

ルート配送員 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

A リーダー職 〇

B サブリーダー職 〇

C 定形・定常（補助）業務 〇

③能力・経験調整指数を決定

一般基本給・賞与等 ①職業安定業務統計
②小分類08202 ルート配送員



一般基本給・賞与等の算定について④ １７

〇地域指数は派遣先の事業所等の地域の物価等を反映するために乗じる指数のこと。
〇都道府県別地域指数とハローワーク別地域指数を使い分ける場合は、その理由を労
使協定に記載する必要がある（恣意的な使い分けは不可）。

④地域指数を決定

一般基本給・賞与等

都道府県別 ハローワーク管轄別

①職業安定業務統計
②小分類08202 ルート配送員

③能力・経験調整指数（１０年・３年・１年）



一般基本給・賞与等の算定について⑤ １８－１

基準値 基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

①
ルート配送員

（職業安定業務統計）
1,225 1,421 1,523 1,556 1,629 1,830 2,196

② 地域調整（兵庫県） 102.1 102.1％を乗じる （１円未満は切り上げ）

②①

×

＝

基準値 基準値に能力・経験指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

③ 一般基本給・賞与等 1,251 1,451 1,555 1,589 1,664 1,869 2,243

×× 能力・経験調整指数職種別の基準値 地域指数

④地域指数 兵庫県

①職業安定業務統計

①職業安定業務統計 ②小分類08202 ルート配送員

③能力・経験調整指数（１０年・３年・１年）

一般基本給・賞与等

②小分類08202 ルート配送員

③能力・経験調整指数
（１０年・３年・１年）

④地域指数 兵庫県



一般基本給・賞与等の算定について⑤ １８－２

基準値 基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

① 製品包装作業員
（職業安定業務統計）

1,056 1,225 1,313 1,341 1,404 1,578 1,893

② 地域指数（西脇） 98.7 1,043 1,210 1,296 1,324 1,386 1,558 1,833

能力・経験調整指数 100.0 116.0 124.3 127.0 133.0 149.4 179.3

③
基準値（0年）を

地域別最低賃金とした額
1,052 1,221 1,308 1,337 1,400 1,572 1,887

「基準値（0年）の額」に「地域指数」を乗じて算定した額が、兵庫県の最低賃金
1,052円（令和6年10月1日時点）を下回っているため、③のとおり、地域別最低賃金
額を基準額（0年）の額とした上で、当該額に能力・経験調整指数を乗じることにより、
一般基本給額・賞与等の額を算出（1円未満の端数切り上げ）。

④地域指数 西脇

①職業安定業務統計 ②小分類09701 製品包装作業員

③能力・経験調整指数（１０年・３年・１年）

一般基本給・賞与等



【第２号】労使協定の記載例（対象労働者の賃金の構成）

（賃金の構成）

第２条

対象従業員の賃金は、基本給、賞与、○○手当、時
間外労働手当、深夜・休日労働手当、通勤手当及び退
職金とする。

第２条の内容は、必ずしも協定に記載しなければならない項目ではないが、
対象となる賃金について労使で共有するために明記することが望ましい。

１９

協定対象派遣労働者に実際に支払われる

賃金について記載



（賃金の決定の方法①） ※比較対象となる一般の労働者の基本給・賞与等の額を定める

第３条

対象従業員の基本給、賞与及び手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の
平均的な賃金の額（※一般基本給・賞与等）」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１に示
す通りとする。

（一）比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和６年８月２７日職発
0827第１号「令和７年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関
する法律第30条の４第１項第２号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な
賃金の額」」等について」（以下「通達」という。）別添２に定める「職業安定業務統計」の
「ルート配達員」（小分類08202）とする。

（二）地域調整については、派遣先の事業所所在地が兵庫県内に限られることから、通達別添３
に定める「地域指数」の「兵庫県」を用いるものとする。

別表１ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額

２０

基準値 基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

①
ルート配送員

（職業安定業務統計）
1,225 1,421 1,523 1,556 1,629 1,830 2,196

② 地域調整（兵庫県） 102.1 102.1％を乗じる （１円未満は切り上げ）

③ 一般基本給・賞与等 1,251 1,451 1,555 1,589 1,664 1,869 2,243

※スライドNo.18参照※労使協定の別表１として作成する



協定対象労働者の基本給・賞与・手当等①

基本給

賞与・手当等

賞与

基本給は、個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される額となる。

賞与は支払額が不確定であることが考えられるため、実際に支
給される額のほか、直近の事業年度において協定対象派遣労働
者に支給された額の平均額や標準的な協定対象派遣労働者に支
給される額などを選択することも可能。

手当等
役職手当や家族手当といった、職務に密接に関連しない手当に
ついては賞与と同様に、直近の事業年度において協定対象派遣
労働者に支給された額の平均額や標準的な協定対象派遣労働者
に支給される額などを選択することも可能。

一般基本給・賞与等≧

基本給・賞与・手当等 一般基本給・賞与等≧
協定対象派遣労働者の賃金 一般賃金

２１

基本給・賞与・手当等



等
級

職務の内容 基本給 賞与 手当等 合計額

A リーダー職 1,900～ 200 50 2,150～

B サブリーダー職 1,600～ 200 50 1,850～

C 定形・定常（補助）業務 1,400～ 200 50 1,650～

協定対象労働者の基本給・賞与・各種手当の合算額を時給換算した額が、一般
基本給賞与等と同額以上であることを、労使協定に定める必要がある。

協定対象労働者の基本給・賞与・手当等②

≧

（備考例）賞与は、直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額による算出。

手当等には家族手当、食事手当が含まれ、直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額により算出。

２２

基本給・賞与・手当等 一般基本給・賞与等≧
協定対象派遣労働者の賃金 一般賃金

一般基本給・
賞与等

能力・経験

1,869 １０年

1,589 ３年

1,451 １年



【第２号】労使協定の記載例（対象労働者の基本給・賞与・手当等）

（賃金の決定の方法②） ※対象派遣労働者の基本給・賞与・手当について定める

第４条

対象従業員の基本給、賞与及び手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別表２のとおりとする。

（一）別表１の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であること。

（二）別表２の各等級の職務と別表１の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額との対応関係

は次のとおりとすること。

Ａランク：10年 Ｂランク：３年 Ｃランク：１年

別表２ 対象従業員の基本給、賞与及び手当等の額

２３

等
級

職務の内容 基本給 賞与 手当等 合計額

A リーダー職 1,900～ 200 50 2,150～

B サブリーダー職 1,600～ 200 50 1,850～

C 定形・定常（補助）業務 1,400～ 200 50 1,650～

≧

（備考例）賞与は、直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額による算出。

手当等には家族手当、食事手当が含まれ、直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額により算出。

対応する一般
の労働者の

平均的な賃金

対応する一般
の労働者の
能力・経験

1,869 １０年

1,589 ３年

1,451 １年



【第２号】賃金の決定の方法について （通勤手当）

通勤手当

退職金（退職手当）

一般通勤手当

一般退職金

≧

≧

※協定対象派遣労働者の賃金は一般賃金の額以上でなければならない。

イ 一般の労働者の平均的な額以上であること

基本給・賞与・手当等 一般基本給・賞与等≧

協定対象派遣労働者の「通勤手当」が、「一般通勤手当」以上

でなければならない。
②



通勤手当の比較について（一般通勤手当）

派遣就業の場所と居住地の通勤距離や通勤方法に応じた実費が支給される場合には、
協定対象派遣労働者の通勤手当の額は、一般通勤手当と同等以上であるものとする
（条件を満たしていることとなる）。

①協定対象派遣労働者の通勤手当が実費支給の場合

②協定対象派遣労働者の通勤手当が実費支給ではない場合

一般通勤手当（７３円）通勤手当（時給換算） ≧

ただし、基本給に含めて支払うことで足りる
（後述の合算による比較を参照のこと）。

通勤手当が実費によらない定額支給である場合や、実費支給であるが、通勤手当の
支給額に上限を設けている結果、通勤手当の額が実費に満たない協定対象派遣労働
者がいる場合で、上限の額を時給換算した額が７３円未満の場合。

２４

通勤手当 一般通勤手当≧
協定対象派遣労働者の賃金 一般賃金



【第２号】労使協定の記載例（一般通勤手当）

（賃金の決定の方法①） ※対象派遣労働者の通勤手当（一般通勤手当）について定める

第３条

対象従業員の基本給、賞与及び手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の
平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１のとおりとする。
（一）（略）

（二）（略）

（三）（略）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【例①】（実費支給の場合）

（四）通勤手当については基本給、賞与及び手当とは分離し、対象従業員の通勤手当の比較対象

となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、通勤に要する実費に

相当する額とする。

【例②】（「一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合」
の方法をとることにしている場合）

（四）通勤手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し、「一般の労働者の通勤手当に相

当する額」と「同等以上」を確保するものとして、当該額を7３円（時給換算額）とする。

２５



【第２号】労使協定の記載例（対象労働者の通勤手当）

（賃金の決定の方法②） ※対象派遣労働者の通勤手当について定める

第４条 対象従業員の基本給、賞与及び手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別表２のとおりとする。

（一）（略）

（二）（略）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【例①】

(三）通勤手当については、別途定める賃金規程第○条に従っ
て、通勤に要する実費 に相当する額を支給する。

【例②】

（三）通勤手当については、別途定める賃金規程第○条に従っ
て、１時間当たり7３円を通勤に要する実費に相当する額と
して支給する。

２６



【第２号】賃金の決定の方法について （退職金）

通勤手当

退職金（退職手当）

一般通勤手当

一般退職金

≧

≧

※協定対象派遣労働者の賃金は一般賃金の額以上でなければならない。

イ 一般の労働者の平均的な額以上であること

基本給・賞与・手当等 一般基本給・賞与等≧

協定対象派遣労働者の「退職金（退職手当）」が、「一般退職

金」以上でなければならない。
②



退職金（退職手当）の比較について（一般退職金） ２７

局長通達【別添４】に示されている退職手当制度にかかる統計について、退職手当
制度がある企業の割合、退職手当の受給に必要な所要年数、退職手当の支給月数及
び退職手当の支給金額により、一般の労働者の退職手当制度として設定したものと
する。

①退職手当制度で比較する場合

②一般の労働者の退職金に相当する額と「同等以上」を確保する場合

一般基本給・賞与等に「５％」を乗じた額を一般退職金とする。

２４

退職金（退職手当） 一般退職当≧
協定対象派遣労働者の賃金 一般賃金

③中小企業退職金共済制度等に加入する場合

中小企業退職金共済制度等に加入し、掛金を一般基本給・賞与等に乗じた額の５％
以上とする。



一般退職金の算定について（退職金制度）①

①退職手当制度で比較する場合

局長通達【別添４】においては５種類の統計が示されており、どの統計を使用す
るかは労使の協議で決定することとなる。以下は【令和４年 中小企業の賃金・
退職金事情（東京都）】【退職手当の支給月数】を選択した場合での例示となる。

㋐まずは退職金を受給するために必要な最低勤続年数を決める

同統計においては、勤続年数３年から支給する企業の割合が最も多く、勤続年数３年
から支給開始とすることが一般的と判断される。

２８

一般退職金

退職一時金受給のための最低勤続年数（調査産業計）

1年未満 1年 2年 3年 ４年 ５年以上 無記入

会社都合 9.3 24.7 9.1 32.4 1.3 6.0 17.3

自己都合 2.5 18.0 11.2 51.5 1.6 8.9 6.4

令和４年中小企業の賃金・退職金事情（東京都）

退職手当の受給に必要な所要年数

（％）



一般退職金の算定について（退職金制度）②

㋑次に退職手当の支給月数を決める。

２９

一般退職金

７１．５％（令和４年中小企業の賃金・退職金事情（東京都））

モデル退職金（調査産業計） （月）

勤続
年数

高校卒
（自己都
合）

高校卒
（会社都
合）

勤続
年数

高専・短
大卒（自己
都合）

高専・
短大卒
（会社都
合）

勤続
年数

大学卒
（自己都
合）

大学卒
（会社都
合）

1 0.3 0.5 1 0.4 0.5 1 0.4 0.6

3 1.0 1.4 3 1.0 1.4 3 1.0 1.5

5 1.7 2.4 5 1.7 2.3 5 1.9 2.5

10 3.8 5.1 10 3.9 5.1 10 4.1 5.4

15 6.5 8.2 15 6.5 8.1 15 6.8 8.5

20 9.4 11.4 20 9.4 11.1 20 9.8 11.8

25 12.4 14.6 25 12.3 14.3 25 12.8 15.1

30 15.4 17.5 30 15.1 17.3 30 15.8 18.3

35 18.0 20.3 35 17.8 20.2 33 18 20.3

37 19.5 22.3 定年 ー 22.1 定年 ー 22.8

定年 ー 23.2

令和４年中小企業の賃金・退職金事情（東京都）



一般退職金の算定について（退職金制度）③

×

※小数点２位以下は四捨五入とする

退職手当制度で比較する場合の一般退職金

前述のモデル退職金は退職手当のある企業の平均であ
り、このまま使用してもよいが、退職手当制度がある
企業の割合を勘案することも不合理ではない。

一般退職金

㋑次に退職手当の支給月数を決める（続き）。

３０

７１．５％
令和４年中小企業の賃金・退職金事情（東京都）

３年 ５年 １０年 １５年 ２０年 ２５年 ３０年 ３３年 定年

自己都合退職 0.7 1.4 2.9 4.9 7.0 9.2 １１. ３ １２. ９ ー

会社都合退職 1.1 1.8 3.9 6.1 8.4 １０. ８ １３. １ １４. ５ １６. ３

支 給 率

（月数）

勤 続 年 数

退職手当の支給月数

勤続
年数

大学卒
（自己都
合）

大学卒
（会社都
合）

1 0.4 0.6

3 1 1.5

5 1.9 2.5

10 4.1 5.4

15 6.8 8.5

20 9.8 11.8

25 12.8 15.1

30 15.8 18.3

33 18.0 20.3

定年 ー 22.8

（月）



（賃金の決定の方法③） ※比較対象となる一般の労働者の平均的な退職金の額を定める
【例：退職手当制度で比較する場合】

第３条 対象従業員の基本給、賞与及び手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的
な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１のとおりとする。
（一）～（四）略
（五）退職手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し、対象従業員の退職手当の比較対象となる「同

種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次に掲げる条件を満たした別表３のとおりと
する。
① 退職手当の受給に必要な最低勤続年数：

通達別添４に定める「令和４年中小企業の賃金・退職金事情」（東京都）の「退職一時金受給のため
の最低勤続年数」において、最も回答割合の高かったもの（自己都合退職及び会社都合退職のいずれも
３年）

② 退職時の勤続年数ごと（３年、５年、10年、15年、20年、25年、30年、33年、定年）の支給月数
：「令和４年中小企業の賃金・退職金事情」（東京都）の大学卒の場合の支給率（月数）に、同調査に
おいて退職手当制度があると回答した企業の割合を乗じた数値として通達に定めるもの

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

別表３

３１

別表３ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（退職手当の関係）

３年 ５年 １０年 １５年 ２０年 ２５年 ３０年 ３３年 定年

支 給 率 自己都合退職 0.7 1.4 2.9 4.9 7.0 9.2 １１. ３ １２. ９ ー

（月数） 会社都合退職 1.1 1.8 3.9 6.1 8.4 １０. ８ １３. １ １４. ５ １６. ３

勤 続 年 数



協定対象労働者の退職金について（退職金制度）

協定対象派遣労働者を対象とする退職手当制度をいい、一般の労働者の退職手当制度と
「同等以上の水準」となるものでなければならない。「同等以上の水準」とは、設定した
一般退職金の勤続年数別の支給月数又は支給金額と同水準以上であることをいう。

協定対象派遣労働者の退職手当（例）

≧
一般退職金

３２

退職金（退職手当）

３年以上 ５年以上 10年以上

５年未満 10年未満 15年未満

自己都合退職 1.0 3.0 7.0 ー

会社都合退職 2.0 5.0 9.0 ２６. 0

１６. ０

１８. ０

定年

支 給 率

（月数）

15年以上

25年未満

１０. ０

１２. ０

25年以上

勤 続 年 数

３年 ５年 １０年 １５年 ２０年 ２５年 ３０年 ３３年 定年

自己都合退職 0.7 1.4 2.9 4.9 7.0 9.2 １１. ３ １２. ９ ー

会社都合退職 1.1 1.8 3.9 6.1 8.4 １０. ８ １３. １ １４. ５ １６. ３

支 給 率

（月数）

勤 続 年 数

退職金（退職手当） 一般退職当≧
協定対象派遣労働者の賃金 一般賃金



（賃金の決定の方法④） ※対象派遣労働者の退職手当について定める

【例：退職手当制度で比較する場合】

第４条 対象従業員の基本給、賞与及び手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別表２のとおりとする。

（一）～（三）（略）
（四）対象従業員の退職手当は、次に掲げる条件を満たした別表４のとおりとする。

ただし、退職手当制度を開始した○○年以前の勤続年数の取扱いについては、労使で協議して別途定める。
① 別表３に示したものと比べて、退職手当の受給に必要な最低勤続年数が同年数以下であること
② 別表３に示したものと比べて、退職時の勤続年数ごとの退職手当の支給月数が同月数以上であること

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

協定対象派遣労働者の退職手当

一般退職金（再掲）

≧

※別表４

３３

３年以上 ５年以上 10年以上

５年未満 10年未満 15年未満

支 給 率 自己都合退職 1.0 3.0 7.0 ー

（月数） 会社都合退職 2.0 5.0 9.0 ２６. ０

25年以上

１６. ０

１８. ０

定年勤 続 年 数
15年以上

25年未満

１０. ０

１２. ０

３年 ５年 １０年 １５年 ２０年 ２５年 ３０年 ３３年 定年

支 給 率 自己都合退職 0.7 1.4 2.9 4.9 7.0 9.2 １１. ３ １２. ９ ー

（月数） 会社都合退職 1.1 1.8 3.9 6.1 8.4 １０. ８ １３. １ １４. ５ １６. ３

勤 続 年 数



一般退職金の算定について（前払い退職金）

一般基本給・賞与等に乗じた額を一般退職金とし、当該割合を「５％」とする
（１円未満切り上げ）。

⑥ 一般退職金 ５％ 65 73 78 80 84 94 113

× ５％

一般基本給・賞与等の５％以上の額を前払い退職金として支払う。

②一般の労働者の退職金に相当する額と「同等以上」を確保する場合（前払い退職金）

一般退職金

３４

基準値 基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

ルート配送員
（職業安定業務統計） 1,225 1,421 1,523 1,556 1,629 1,830 2,196

地域調整（兵庫県） ①×102.1 1,282 1,451 1,555 1,589 1,664 1,869 2,243



（賃金の決定の方法④）※比較対象となる一般の労働者の平均的な退職金の額を定める
※対象労働者の退職手当の額を定める

【例：退職金前払いの方法をとる場合】

第3条
（一）～（四）(省略）
（五）① 退職手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し、前払い退職金とする。

② 対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の
額」は、別表１に定める額に５％を乗じた額（１円未満の端数切り上げ）とし、その支給方法につい
ては別途定める賃金規程第○条に従って支給する。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

参考 前払い退職金（時給換算）別表１の５％ 65 73 78 80 84 94 113

３５

※別表１ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額

基準値 基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

①
ルート配送員

（職業安定業務統計） 1,225 1,421 1,523 1,556 1,629 1,830 2,196

② 地域調整（兵庫県）102.1 102.1％を乗じる（１円未満は切り上げ）

③ 一般基本給・賞与等 1,282 1,451 1,555 1,589 1,664 1,869 2,243



一般退職金の算定について（前払い退職金） ３６

一般基本給・賞与等に乗じた額を一般退職金とし、当該割合を「５％」とする
（１円未満切り上げ）。

⑥ 一般退職金 ５％ 65 73 78 80 84 94 113

× ５％

掛金（を時給換算した）額が、一般退職金以上であること。

③中小企業等退職金共済制度等に加入する場合

一般退職金

基準値 基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

ルート配送員
（職業安定業務統計） 1,225 1,421 1,523 1,556 1,629 1,830 2,196

地域調整（兵庫県） ①×102.1 1,282 1,451 1,555 1,589 1,664 1,869 2,243



（賃金の決定の方法④）※比較対象となる一般の労働者の平均的な退職金の額を定める
※対象労働者の退職手当の額を定める

【例：中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとる場合】

第3条
（一）～（四）(省略）
（五）① 退職手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中

小企業退職金共済事業本部との間に退職金共済契約を締結する。
② 対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金額」

は別表１に定める額に５％を乗じた額（１円未満の端数切り上げ）の額とし、支給方法などを含む詳
細は、○○人材サービス株式会社退職金規程第○条の定めによるものとする。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

３７

参考 前払い退職金（時給換算）別表１の５％ 65 73 78 80 84 94 113

※別表１ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額

基準値 基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

①
ルート配送員

（職業安定業務統計） 1,225 1,421 1,523 1,556 1,629 1,830 2,196

② 地域調整（兵庫県）102.1 102.1％を乗じる（１円未満は切り上げ）

③ 一般基本給・賞与等 1,282 1,451 1,555 1,589 1,664 1,869 2,243



一般基本給・賞与等、一般通勤手当、一般退職金の個別での比較 ３８

協定対象派遣労働者の賃金

基本給・賞与・手当等

通勤手当

退職金（退職手当）

一般賃金

一般基本給・賞与等

一般通勤手当

一般退職金

≧

≧

≧

≧

協定対象派遣労働者の基本給・賞与・手当の合計額が、一般基本給・賞与等以上となる。

①通勤にかかる費用の実費を支給する。

②「７３円」（時給）以上の額を、通勤にかかる費用として支給する。

①局長通達別添４により示された統計をもとに設定した、一般の労働者の退職手当制度を
上回る退職金制度がある。

②一般基本給・賞与等の５％以上の額を、前払い退職金として支給する。

③一般基本給・賞与等の５％以上の額の掛金で、中退共等に加入する。

個別で比較



一般基本給・賞与等、一般通勤手当、一般退職金の合算について① ３９

協定対象派遣労働者の賃金

基本給・賞与・手当等

通勤手当

退職金（退職手当）

一般賃金

一般基本給・賞与等

一般通勤手当

一般退職金

≧

≧

協定対象派遣労働者の基本給・賞与・手当の合計額が、一般基本給・賞与等以上となる。

②「７３円」（時給）以上の額を、通勤にかかる費用として支給する。

②一般基本給・賞与等の５％以上の額を、前払い退職金として支給する。

合算で比較

基本給・（賞与・手当等）

一般基本給・賞与等

一般通勤手当

一般退職金

≧



一般基本給・賞与等と一般通勤手当との合算

＋
④ 一般通勤手当 ７３円 ７３円を加算する＝

⑤
一般賃金
一般基本給・賞与等＋
一般通勤手当

1,324 1,524 1,628 1,662 1,737 1,924 2,316

一般通勤手当一般基本給・賞与等

①退職金は個別に比較、基本給・賞与等と通勤手当は合算で比較する場合

※通勤手当が実費支給の場合は合算できない

一般退職金

４０

基準値 基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

①
ルート配送員

（職業安定業務統計）
1,225 1,421 1,523 1,556 1,629 1,830 2,196

② 地域調整（兵庫県） 102.1 102.1％を乗じる （１円未満は切り上げ）

③ 一般基本給・賞与等 1,251 1,451 1,555 1,589 1,664 1,869 2,243



協定対象労働者の賃金（基本給・賞与・手当等） ４１

等
級

職務の内容 基本給 賞与 手当等 合計額

A リーダー職 1,900～ 200 50 2,150～

B サブリーダー職 1,600～ 200 50 1,850～

C 定形・定常（補助）業務 1,400～ 200 50 1,650～

協定対象労働者の基本給・賞与・各種手当の合算額を時給換算した額が、一般
基本給賞与等＋一般通勤手当と同額以上となる必要がある。

≧

【例】賞与は、直近の事業年度において、協定対象派遣労働者に支給された額の平均額により算出。

【例】手当等には家族手当、食事手当が含まれ、直近の事業年度において、協定対象派遣労働者に支給された額の平均額により算出。

基本給・賞与・手当等 一般基本給・賞与等≧
協定対象派遣労働者の賃金 一般賃金

一般基本給・
賞与等

能力・経験

1,924 １０年

1,662 ３年

1,524 １年

一般通勤手当



【第２号】労使協定の記載例（一般通勤手当を合算）

（賃金の決定の方法①） ※対象派遣労働者の通勤手当（一般通勤手当）を合算比較することを定める

第３条

対象従業員の基本給、賞与及び手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金
の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１のとおりとする。

（一）～（三）（略）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【例】（通勤手当を合算して比較する場合の記載例）

（四）通勤手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」につい

ては、通達の第３の４に定める合算により比較する方法とし、その額を７３円（時給換算額）とする。

※別表１

４２

ルート配送員
（職業安定業務統計）

基準値 基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

１ 一般基本給・賞与等 1,251 1,451 1,555 1,589 1,664 1,869 2,243

２ 一般通勤手当 ７３円 73 73 73 73 73 73 73

３ 通勤手当上乗せ後の一般賃金 1,324 1,524 1,628 1,662 1,737 1,942 2,316



一般基本給・賞与等と一般退職金との合算

⑤
一般賃金

一般基本給・賞与等＋
一般退職金

1,314 1,524 1,633 1,669 1,748 1,963 2,356

＋
＝

４３

⑥ 一般退職金 ５％ 63 73 78 80 84 94 113

基準値 基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

①
ルート配送員

（職業安定業務統計）
1,225 1,421 1,523 1,556 1,629 1,830 2,196

② 地域調整（兵庫県） 102.1 102.1％を乗じる （１円未満は切り上げ）

③ 一般基本給・賞与等 1,251 1,451 1,555 1,589 1,664 1,869 2,243

一般退職金一般基本給・賞与等

②基本給・賞与等と退職手当を合算で比較する（通勤手当は実費支給）

※退職金制度の場合は合算できない

一般通勤手当



協定対象労働者の賃金（基本給・賞与・手当等） ４４

等
級

職務の内容 基本給 賞与 手当等 合計額

A リーダー職 1,900～ 200 50 2,150～

B サブリーダー職 1,600～ 200 50 1,850～

C 定形・定常（補助）業務 1,400～ 200 50 1,650～

協定対象労働者の基本給・賞与・各種手当の合算額を時給換算した額が、一般
基本給賞与等＋一般退職金と同額以上となる必要がある。

≧

【例】賞与は、直近の事業年度において、協定対象派遣労働者に支給された額の平均額により算出。

【例】手当等には家族手当、食事手当が含まれ、直近の事業年度において、協定対象派遣労働者に支給された額の平均額により算出。

基本給・賞与・手当等 一般基本給・賞与等≧
協定対象派遣労働者の賃金 一般賃金

一般基本給・
賞与等

能力・経験

1,963 １０年

1,669 ３年

1,524 １年

一般退職金



【第２号】労使協定の記載例（一般退職金を合算）

（賃金の決定の方法） ※対象派遣労働者の退職手当（一般退職手当）を合算比較することについて定める

第３条
対象従業員の基本給、賞与及び手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の

平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１のとおりとする。

（一）～（四）（略）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【例】（退職手当を合算して比較する場合の記載例）

（五）退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃
金の額」については、通達の第３の４に定める合算により比較する方法とし、その額
を別表１（※）の１に定める額に５％を乗じた額（１円未満の端数切り上げ）とする。

４５

※別表１

ルート配送員
（職業安定業務統計）

基準値 基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

１ 一般基本給・賞与等 1,251 1,451 1,555 1,589 1,664 1,869 2,243

２ 一般退職金 ５％ 63 73 78 80 84 94 113

３ 通勤手当上乗せ後の一般賃金 1,314 1,524 1,633 1,669 1,748 1,963 2,356



一般基本給・賞与等、一般通勤手当、一般退職金をすべて合算 ４６

＋
＝

⑤

一般賃金
一般基本給・賞与等＋
一般通勤手当＋
一般退職金

1,387 1,531 1,706 1,742 1,821 2,036 2,429

一般通勤手当一般基本給・賞与等

②基本給・賞与等、通勤手当、退職金すべてを合算で比較する

※通勤手当が実費支給の場合は合算できない

一般退職金

４０

基準値 基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

①
ルート配送員

（職業安定業務統計）
1,225 1,421 1,523 1,556 1,629 1,830 2,196

② 地域調整（兵庫県） 102.1 102.1％を乗じる （１円未満は切り上げ）

③ 一般基本給・賞与等 1,251 1,451 1,555 1,589 1,664 1,869 2,243

※退職金制度の場合は合算できない

⑥ 一般退職金 ５％ 63 73 78 80 84 94 113

④ 一般通勤手当 73円 73 73 73 73 73 73 73



協定対象労働者の賃金（基本給・賞与・手当等） ４７

等
級

職務の内容 基本給 賞与 手当等 合計額

A リーダー職 1,900～ 200 50 2,150～

B サブリーダー職 1,600～ 200 50 1,850～

C 定形・定常（補助）業務 1,400～ 200 50 1,650～

協定対象労働者の基本給・賞与・各種手当
の合算額を時給換算した額が、一般基本
給・賞与等＋一般通勤手当＋一般退職金の
合計額と同額以上となる必要がある。

≧

基本給・賞与・手当等 一般基本給・賞与等≧
協定対象派遣労働者の賃金 一般賃金

一般退職金 能力・経験

2,036 １０年

1,742 ３年

1,573 １年

一般通勤手当

一般退職金

一般基本給・
賞与等

一般通勤手当



【第２号】労使協定の記載例（一般通勤手当・一般退職金を合算）

（賃金の決定の方法①）
第３条

対象従業員の基本給、賞与及び手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の
平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１のとおりとする。

（一）～（三）（略）

（四）通勤手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」に
ついては、通達の第３の４に定める合算により比較する方法とし、その額を７２円（時給換
算額）とする。

（五）退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」に
ついては、通達の第３の４に定める合算により比較する方法とし、その額を別表１（※）の
１に定める額に５％を乗じた額（１円未満の端数切り上げ）とする。

４８

※別表１

ルート配送員
（職業安定業務統計）

基準値 基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

１ 一般基本給・賞与等 1,251 1,451 1,555 1,589 1,664 1,869 2,243

２ 一般退職金 ５％ 63 73 78 80 84 94 113

３ 一般通勤手当 ７３円 73 73 73 73 73 73 73

４
通勤手当及び退職金
上乗せ後の一般賃金 1,387 1,597 1,706 1,742 1,821 2,036 2,429



【第２号】労使協定の記載例（対象労働者の基本給・賞与・手当等）

（賃金の決定の方法②） ※対象派遣労働者の基本給・賞与・手当について定める

第４条

対象従業員の基本給、賞与及び手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別表２のとおりとする。

（一）別表１の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であること。

（二）別表２の各等級の職務と別表１の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額
との対応関係 は次のとおりとすること。

Ａランク：10年 Ｂランク：３年 Ｃランク：１年

別表２ 対象従業員の基本給、賞与及び手当等の額

４９

等
級

職務の内容 基本給 賞与 手当等 合計額

A リーダー職 1,900～ 200 50 2,150～

B サブリーダー職 1,600～ 200 50 1,850～

C 定形・定常（補助）業務 1,400～ 200 50 1,650～

≧

対応する一般
の労働者の

平均的な賃金

対応する一般
の労働者の
能力・経験

2,036 １０年

1,742 ３年

1,597 １年

（備考例）賞与は、直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額による算出。

手当等には家族手当、食事手当が含まれ、直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額により算出。



法第３０条の４【条文】（労使協定方式）

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお
いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇（第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利
厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。）について、次に
掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第１号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用し
ない。ただし、第２号、第４号若しくは第５号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない
場合又は第３号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

１ その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
２ 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法（次のイ及びロ（通勤手当その他の厚生労働省
令で定めるものにあつては、イ）に該当するものに限る。）
イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省

令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。
ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上が
あつた場合に賃金が改善されるものであること。

３ 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定
すること。
４ 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇（賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定の方法
（派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣
労働者を除く。）の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及
び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ
るものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。）
５ 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育
訓練を実施すること。
６ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項



【第２号ロ】賃金の決定の方法について（昇給規定）① ５０

２号 賃金の決定の方法

ロ 賃金が改善されるものであること

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実
態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。

※通勤手当、家族手当、住宅手当など職務の内容に密接に関係しない手当は
賃金改善の対象外となる。

職務の内容

職務の成果

意欲

能力又は経験

その他
（就業に関する
ことに限る）

に向上があった場合、賃金が改善される

どの事項をどのように勘案するかは労使にゆだねられる

基本給を上げる

手当を追加支給する

能力に応じた新たな就業機会を提供する

例１

例２

例３



【第２号ロ】賃金の決定の方法について（昇給規定）②

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実
態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。

A リーダー職 2,000

B サブリーダー職 1,600

C
定形・定常

（補助）業務 1,400

基本給

１号俸 ２号俸

2,150

1,950

1,450

2,200

2,100

1,500

昇給

3号俸

基本給を上げる例１

５１

昇給



【第２号】賃金の決定の方法について（昇給規定）③

＋
追加で手当を支給

※基本給の〇～〇％の能
力手当を別途支給する等

５２

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実
態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。

A リーダー職 2,000

B サブリーダー職 1,600

C
定形・定常

（補助）業務 1,400

手当を追加支給する例２

基本給



【第２号】賃金の決定の方法について（昇給規定）④

能力の向上を評価し、
能力に応じたより高度
な就業の機会を提供す
ることにより、賃金が
改善

５３

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実
態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。

A リーダー職 2,000

B サブリーダー職 1,600

C
定形・定常

（補助）業務 1,400

能力に応じた新たな就業機会を提供する

基本給

例３



【第２号ロ】労使協定の記載例（昇給規定）

（賃金の決定の方法②） ※対象派遣労働者の基本給・賞与・手当について定める

第４条

１ 対象従業員の基本給、賞与及び手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別表２のとおりとする。
（一）（略）
（二）（略）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【例１】（基本給を上げる）

２ 甲は、第５条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったとしても、その経験の
蓄積及び能力の向上があると認められた場合には、昇給は勤務成績等に応じて1号俸から3号俸までの範囲内
で決定するものとする。
また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の機会

を提示するものとする。

【例２】（手当を追加支給する）

２ 甲は、第５条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったとしても、その経験の
蓄積及び能力の向上があると認められた場合には基本給額の１～３％の範囲で能力手当を支払うこととする。
また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の機会

を提示するものとする。

【例３】（能力に応じた新たな就業機会を提供する）

２ 甲は、第５条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、より高い等級の職務を遂行する能力があると認
められた場合には、その能力に応じた派遣就業機会を提示するものとする。ただし、これに相当する機会を
提供できないときは、同勤務評価の結果に応じて基本給額の１～３％の範囲で能力手当を支払うこととする。

５４



労使協定の記載例（協定の対象とならない賃金について）

（賃金の決定の方法）

第３条

対象従業員の基本給、賞与及び手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の
平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１のとおりとする。

（一）～（二）（略）

（三）時間外労働手当、深夜・休日労働手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し、社

員就業規則第○条に準じて、法律の定めに従って支給する。

時間外労働手当や深夜・休日労働手当といった手当は一般賃金には含まれ
ないため、必ずしも協定に記載しなければならない項目ではないが、法律
の定めに従って支給されることを労使で共有するために、明記することが
望ましい。

５５



法第３０条の４第１項第３号

賃金の決定に当たっての評価



法第３０条の４【条文】（労使協定方式）

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお
いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇（第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利
厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。）について、次に
掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第１号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用し
ない。ただし、第２号、第４号若しくは第５号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない
場合又は第３号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

１ その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
２ 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法（次のイ及びロ（通勤手当その他の厚生労働省
令で定めるものにあつては、イ）に該当するものに限る。）
イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省

令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。
ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上が

あつた場合に賃金が改善されるものであること。
３ 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定
すること。
４ 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇（賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定の方法
（派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣
労働者を除く。）の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及
び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ
るものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。）
５ 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育
訓練を実施すること。
６ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項



【第３号】賃金の決定に当たっての評価（評価規定） ５６

３号 公正な評価制度

就業規則に正社員の評価規定が定められており、それらを準用する場合、
その旨を労使協定に引用することも可。

職務の内容

職務の成果

意欲

能力又は経験

その他
（就業に関する
ことに限る）

どの事項をどのように勘案するかは労使にゆだねられる

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実
態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。

賃金の改善（昇給）にかかる評価について公正さを担保
する工夫がなされていることが必要。

恣意的・感情的な評価ではないこと。

評価時期や方法について客観的な基準があること。



【第３号】労使協定の記載例（評価制度）

（賃金の決定にあたっての評価）

第６条

【例】

対象従業員の基本給の決定は、毎年〇月に行う勤務評価を活用する。勤務
評価は公正に評価することとし、勤務評価の方法は、□□就業規則第〇条に
定める方法を準用し、その評価結果に基づき、第４条第２項の追加手当の範
囲を決定する。

２ 賞与の決定は、毎年〇月に行う 勤務 評価を活用する。 勤務 評価 は公
正に評価することとし、その方法は□□就業規則第○条に定める方法 を準用
し 、その評価結果に基づき、別表２の備考のとおり、賞与額を 決定する。

３ △△ 手当の決定は、毎年〇月ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価
は公正に評価することとし、その方法は□□就業規則第○条に定める方法を
準用し、その評価結果に基づき、別に定める「△△手当支給規程 」により支
給を決定する。

５７



法第３０条の４第１項第４号

賃金以外の待遇の決定の方法



法第３０条の４【条文】（労使協定方式）

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお
いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇（第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利
厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。）について、次に
掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第１号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用し
ない。ただし、第２号、第４号若しくは第５号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない
場合又は第３号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

１ その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
２ 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法（次のイ及びロ（通勤手当その他の厚生労働省
令で定めるものにあつては、イ）に該当するものに限る。）
イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省

令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。
ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上が

あつた場合に賃金が改善されるものであること。
３ 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定
すること。
４ 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇（賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定の方法
（派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣
労働者を除く。）の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及
び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ
るものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。）
５ 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育
訓練を実施すること。
６ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項



【第４号】賃金以外の待遇の決定の方法 ５８

４号 賃金以外の待遇の決定の方法

※給食施設（食堂）、休憩室、更衣室の利用については、派遣先が利用の機会を与え
なければならないものであって、派遣先の通常の労働者との均等均衡待遇が求められる。

賃金以外の待遇については、賃金とは異なり一般の労働者ではなく、派遣元の
通常の労働者（正社員および無期雇用フルタイム労働者）との均等均衡待遇が
求められる。

転勤者用社宅

慶弔休暇

病気休職

法定外有給休暇

健康診断に伴う
勤務免除・有給保障

教育訓練

派遣元の通常の労働者（正社員等）との均等均衡待遇が
求められる

労使協定に記載する必要がある。

正社員の就業規則を準用する

派遣労働者の就業規則が適用される場合、それらが正
社員と比較して不合理な待遇差でないこと



【第４号】労使協定の記載例（賃金以外の待遇の決定）

（賃金以外の待遇）

第６条

【例】

教育訓練（次条に定めるものを除く。）、福利厚生その他の
賃金以外の待遇については正社員と同一とし、社員就業規則第
○条から第○条までの規定を準用する。

【例】

教育訓練（次条に定めるものを除く。）、福利厚生その他の
賃金以外の待遇については、正社員に適用される〇〇就業規則
第〇条から〇条までの規定と不合理な待遇差が生じることとな
らないものとして、〇〇就業規則第○条から第○条までの規定
を適用する。

５９



法第３０条の４第１項第５号

法第３０条の２の教育訓練の実施



法第３０条の４【条文】（労使協定方式）

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお
いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇（第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利
厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。）について、次に
掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第１号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用し
ない。ただし、第２号、第４号若しくは第５号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない
場合又は第３号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

１ その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
２ 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法（次のイ及びロ（通勤手当その他の厚生労働省
令で定めるものにあつては、イ）に該当するものに限る。）
イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省

令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。
ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上が

あつた場合に賃金が改善されるものであること。
３ 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定
すること。
４ 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇（賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定の方法
（派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣
労働者を除く。）の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及
び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ
るものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。）
５ 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育
訓練を実施すること。
６ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項



【第５号】法第３０条の２に規定する教育訓練

労使協定に明記する必要がある。

※法第３０条の２第1項の教育訓練は、法第４０条第２項に規定する「派遣労働者が従
事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な
能力を付与するための教育訓練」とは異なるものであることに注意。

法第４０条第２項の教育訓練は、派遣先が措置を講ずる必要がある。

派遣元事業主は、労働者派遣事業の許可又は更新申請の際に都道府県労働局に
提出した教育訓練計画に基づいた教育訓練を実施することが求められる。

６０

５号 段階的かつ体系的な教育訓練を実施すること

派遣元事業主は派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知
識を習得することができるように教育訓練（キャリアアップに資する教育訓
練）を実施しなければならない（法第３０条の２第１項）。



【第５号】労使協定の記載例（教育訓練）

（教育訓練）

第７条

【例】

労働者派遣法第30条の２に規定する教育訓練については、労
働者派遣法に基づき別途定める「○○社教育訓練実施計画」に
従って、着実に実施する。

６１



法第３０条の４第１項第６号

その他（有効期間等）



法第３０条の４【条文】（労使協定方式）

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお
いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇（第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利
厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。）について、次に
掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第１号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用し
ない。ただし、第２号、第４号若しくは第５号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない
場合又は第３号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

１ その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
２ 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法（次のイ及びロ（通勤手当その他の厚生労働省
令で定めるものにあつては、イ）に該当するものに限る。）
イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省

令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。
ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上が

あつた場合に賃金が改善されるものであること。
３ 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定
すること。
４ 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇（賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定の方法
（派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣
労働者を除く。）の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及
び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ
るものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。）
５ 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育
訓練を実施すること。
６ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項



【第６号】その他（有効期間等）

労使協定の有効期間

労使協定を適用する派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定
する場合には、その理由

第３号 特段の事情がない限り、一の労働契約の契約期間中に、派遣先の
変更を理由として、協定対象派遣労働者であるか否かを変更しよ
うとしないこと。

労使協定の始期と終期を記載すること。
労働者の意思を適正に反映することを考慮し、２年以内の期間とすることが望ましい。

「派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い所得の不
安定化を防ぐため」と記載することが考えられる。

「特段の事情」とは、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲が職種によって定め
られている場合であって派遣労働者の職種の転換によって待遇決定方式が変更され
る場合などをいう。

則第25条の10

第２号

第１号

６２

６号 その他（有効期間）

厚生労働省令で定める事項とは、労働者派遣法施行規則第２５条の１０第１号
から第３号に規定するものをいう。



【第６号】労使協定の記載例（有効期間等）

（その他）

第８条
【例】本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。

（有効期間）

第９条

【例】

１ 本協定の有効期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○〇日までの○年間とする。

２ 本有効期間終了後に締結する労使協定についても、労使は、労使協定に定める協定対象派遣労働者の賃
金の額を基礎として、協定対象派遣労働者の公正な待遇の確保について誠実に協議するものとする

（対象となる派遣労働者の範囲等）

第１条

１ 本協定は派遣先でルート配送員の運転業務に従事する従業員（以下「対象従業員」という。）に適

用する。【例】※対象を派遣労働者の一部に限定する理由

２ 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い
所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。

【例】※一の労働契約の期間中に、協定の対象か否かを変更しないこと

３ 甲は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用
を除外しないものとする。

６３



労使協定の遵守等



法第３０条の４第１項【条文】（労使協定方式）

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお
いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇（第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利
厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。）について、次に
掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第１号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用し
ない。ただし、第２号、第４号若しくは第５号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない
場合又は第３号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

１ その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
２ 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法（次のイ及びロ（通勤手当その他の厚生労働省
令で定めるものにあつては、イ）に該当するものに限る。）

イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省
令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。

ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上が
あつた場合に賃金が改善されるものであること。

３ 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定
すること。
４ 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇（賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定の方法
（派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣
労働者を除く。）の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及
び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ
るものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。）
５ 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育
訓練を実施すること。
６ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項



労使協定の運用

労使協定が適切に締結されていても、協定が遵守されていない場合は労使協定が無効となる。

６４

× 実際の賃金が、一般賃金を下回っている

労使協定が遵守されていない場合、労使協定は無効となり、派遣先均等・均衡方式が適用される。

賃金の決定の方法２号

公正な評価制度３号

× 賃金の決定に係る公正な評価を行っていない

段階的かつ体系的な教育訓練を実施すること５号

× 賃金以外の待遇が、派遣元の通常の労働者との均等・均衡待遇ではない

賃金以外の待遇の決定の方法４号

× キャリアアップに資する教育訓練を実施していない



労使協定方式の対象とならない待遇



労使協定方式の対象とならない待遇

派遣先が行う「業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練」（法第４０条第２項）および福利厚生施設（法

第４０条第３項）の利用については、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇が求められます。

派遣先で行う教育訓練や、派遣先で利用する給食施設（食堂）・休憩室・更衣室につい
ては、派遣先の通常の労働者と比較しなければ意味がないため、労使協定方式の対象外
の待遇となる（均等・均衡方式）。

派遣元

派遣労働者

待遇情報（福利厚生３施設および教育訓練※のみ）を通知

均等・均衡待遇
（福利厚生３施設及び教育訓練のみ）

※給食施設（食堂）、休憩室、更衣室および

法第４０条第２項に規定する教育訓練

派遣先は派遣元に対し、派遣労働者を労使協定方式の者に限定する場合においても、派
遣先で実施する教育訓練の内容及び福利厚生施設の内容について、あらかじめ通知しな
ければならない（法第２６条第７項）。

派遣先の
通常の労働者

６５

派遣先



労使協定の周知について



法第３０条の４ 第２項（労使協定の周知）

労使協定の周知 派遣元事業主は、労使協定をその雇用する労働者に

周知しなければならない。

労使協定は協定対象の派遣労働者はもとより、協定対象ではない派遣労働者及び
派遣労働者ではない者（正社員等）にも周知する必要がある。

周知の対象

周知の方法

①書面の交付、ファクシミリ（※）、電子メール（※）による方法・・・（※）希望する場合のみ

②イントラネット等で常時確認できる方法

③常時派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける方法

ただし、労使協定の概要について、①又は②の方法によりあわせて周知する場合に限る。

労使協定の概要は、少なくとも、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲、派遣労働者
の賃金（基本給、賞与、通勤手当、退職手当等）の決定方法及び有効期間を盛り込み、
派遣労働者が容易に理解できるようにすることが望ましい。

ファクシミリ、電子メールによる方法は、労働者が希望する場合に限る。

６６



参考資料等



参考資料等①

局長通達について 一般賃金の算定を行うために必要な「局長通達」については、毎年６～８
月頃に示されます。この「局長通達」は翌年度４月から適用されるものです。
「局長通達」は厚生労働省のホームページに掲載されます。

６７

兵庫労働局 労働者派遣事業 🔍検索 👈

次ページへ



参考資料等① ６８

厚生労働省 労働者派遣事業のページ

下へスクロール

次ページへ



参考資料等② ６９

職業分類について 一般賃金を算定するに当たっての職種の選択については、「賃金構造基本
統計調査」「職業安定業務統計」の職種の解説を参考にしてください。これ
らについても、厚生労働省のホームページにて確認することが可能です。

労使協定のイメージ 今回解説しました労使協定の作成について、ひな形が厚生労働省のホーム
ページからダウンロードをすることができます。その他の参考様式や Q＆A 
等も公開されていますので参考にしてください。下へスクロール


